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川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市児童相談所条例 ○川崎市児童相談所条例 

昭和46年12月24日条例第70号 昭和46年12月24日条例第70号

（業務） （業務） 

第３条 相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として次の業務を

行うものとする。 

第３条 相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として次の業務を

行うものとする。 

(１) 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術

を必要とするものに応ずること。 

(１) 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術

を必要とするものに応ずること。 

(２) 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教

育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。 

(２) 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教

育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。 

(３) 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて心理又

は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とす

る指導その他必要な指導を行うこと。 

(３) 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な

指導を行うこと。 

(４) 児童の一時保護を行うこと。 (４) 児童の一時保護を行うこと。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、児童の福祉に関し、家庭その他につき

専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。 

２ 相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務（同項第４号に

掲げる業務を除く。）を行うことができる。 

２ 相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第１号から第３号までの業務を

行うことができる。 

 附 則 

 この条例は公布の日から施行する。 
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川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市小児医療費助成条例 ○川崎市小児医療費助成条例 

平成７年６月29日条例第24号 平成７年６月29日条例第24号

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、小児に係る医療費の一部を助成することにより、その

健全な育成を図り、もって小児保健の向上に寄与するとともに、福祉の増

進を図ることを目的とする。 

第１条 この条例は、小児に係る医療費の一部を助成することにより、その

健全な育成を図り、もって小児保健の向上に寄与するとともに、福祉の増

進を図ることを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「小児」とは、満15歳に達する日以後の最初の３

月31日までの者その他市長が特別の理由があると認める者で規則で定める

ものをいう。 

第２条 この条例において「小児」とは、満15歳に達する日以後の最初の３

月31日までの者その他市長が特別の理由があると認める者で規則で定める

ものをいう。 

２ この条例において「乳児」とは、満１歳に達する日の属する月の末日ま

での者をいう。 

２ この条例において「乳児」とは、満１歳に達する日の属する月の末日ま

での者をいう。 

３ この条例において「幼児」とは、満１歳に達する日の属する月の翌月の

初日から満６歳に達する日以後の最初の３月31日までの者をいう。 

３ この条例において「幼児等」とは、満１歳に達する日の属する月の翌月

の初日から満９歳に達する日以後の最初の３月31日までの者をいう。 

４ この条例において「児童」とは、満６歳に達する日以後の最初の３月31

日の翌日から満12歳に達する日以後の最初の３月31日までの者をいう。 

≪新設≫ 

５ この条例において「乳幼児等」とは、乳児、幼児及び児童をいう。 ４ この条例において「乳幼児等」とは、乳児及び幼児等をいう。 

６ この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者を

いう。 

５ この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者を

いう。 

(１) 父及び母が共に当該父及び母の子である小児を監護し、かつ、これ

と生計を同じくするときは、当該父又は母のうちいずれか当該小児の生

計を維持する程度の高い者 

(１) 父及び母が共に当該父及び母の子である小児を監護し、かつ、これ

と生計を同じくするときは、当該父又は母のうちいずれか当該小児の生

計を維持する程度の高い者 

(２) 小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 (２) 小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 

(３) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小児を監護し、か

つ、その生計を維持する者 

(３) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小児を監護し、か

つ、その生計を維持する者 

７ 前項の「父」には、母が小児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、６ 前項の「父」には、母が小児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、
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 改正後 改正前 

その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 

（対象者） （対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は、本市の区域内に住所を有する小児で、国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）による被保険者又は規則で定める保険各法（以下

「保険各法」という。）による被扶養者であるものの保護者とする。 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は、本市の区域内に住所を有する小児で、国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）による被保険者又は規則で定める保険各法（以下

「保険各法」という。）による被扶養者であるものの保護者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する小児の保護者

は、対象者としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する小児の保護者

は、対象者としない。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者 (１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者 

(２) 規則で定める施設に入所している者 (２) 規則で定める施設に入所している者 

(３) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する小規模住居型児童養

育事業を行う者又は里親に委託されている者 

(３) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する小規模住居型児童養

育事業を行う者又は里親に委託されている者 

(４) 川崎市重度障害者医療費助成条例（昭和48年川崎市条例第14号）に

より医療費の助成を受けることができる者 

(４) 川崎市重度障害者医療費助成条例（昭和48年川崎市条例第14号）に

より医療費の助成を受けることができる者 

(５) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成３年川崎市条例第30号）

により医療費の助成を受けることができる者 

(５) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成３年川崎市条例第30号）

により医療費の助成を受けることができる者 

（所得の制限） （所得の制限） 

第４条 前条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに規定する者

の保護者の当該各号に規定する所得が、その保護者の所得税法（昭和40年

法律第33号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」

という。）並びに保護者の扶養親族等でない満18歳に満たない者で保護者

が当該各号に規定する所得のあった年の12月31日において生計を維持した

ものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、対象者と

しない。 

第４条 前条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに規定する者

の保護者の当該各号に規定する所得が、その保護者の所得税法（昭和40年

法律第33号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」

という。）並びに保護者の扶養親族等でない満18歳に満たない者で保護者

が当該各号に規定する所得のあった年の12月31日において生計を維持した

ものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、対象者と

しない。 

(１) 幼児及び児童については、９月１日（以下「基準日」という。）か

ら翌年の８月31日までの間に受けた医療に係る医療費について、基準日

の属する年の前年の所得とする。 

(１) 幼児等については、９月１日（以下「基準日」という。）から翌年

の８月31日までの間に受けた医療に係る医療費について、基準日の属す

る年の前年の所得とする。 

(２) 小児（乳幼児等を除く。）については、医療（入院に係るものに限 (２) 小児（乳幼児等を除く。）については、医療（入院に係るものに限
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 改正後 改正前 

る。）を受けた日が、その年の１月１日から６月30日までの間にある場

合はその前々年の所得とし、その年の７月１日から12月31日までの間に

ある場合はその前年の所得とする。 

る。）を受けた日が、その年の１月１日から６月30日までの間にある場

合はその前々年の所得とし、その年の７月１日から12月31日までの間に

ある場合はその前年の所得とする。 

２ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。 ２ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。 

（医療証の交付申請） （医療証の交付申請） 

第５条 乳幼児等に係る医療費の助成を受けようとする保護者は、規則の定

めるところにより、市長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証

する医療証の交付を受けなければならない。 

第５条 乳幼児等に係る医療費の助成を受けようとする保護者は、規則の定

めるところにより、市長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証

する医療証の交付を受けなければならない。 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第６条 市長は、次項の場合を除き、小児の疾病又は負傷について、国民健

康保険法又は保険各法の規定により医療に関する給付（小児（乳幼児等を

除く。）については、入院に係るものに限る。）が行われた場合における

医療費（健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された

額（当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされてい

る場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える額を除

く。次項において同じ。）のうち、当該法令の規定によって小児に係る国

民健康保険法による世帯主若しくは組合員又は保険各法による被保険者、

組合員若しくは加入者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額

（次項において「控除後の額」という。）を助成する。 

第６条 市長は、小児の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は保険各

法の規定により医療に関する給付（小児（乳幼児等を除く。）については、

入院に係るものに限る。）が行われた場合における医療費（健康保険の療

養に要する費用の額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に

基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、そ

の算定方法によって算定された額）を超える額を除く。）のうち、当該法

令の規定によって小児に係る国民健康保険法による世帯主若しくは組合員

又は保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者が負担すべき額から

規則で定める額を控除した額を助成する。 

２ 市長は、満９歳に達する日以後の最初の３月31日の翌日から満12歳に達

する日以後の最初の３月31日までの者（基準日から翌年の８月31日までの

間に受けた医療について、その者の保護者が当該基準日の属する年度分の

地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による市町村民税所得割が課され

ていない者（同法第323条の規定により当該市町村民税所得割を免除された

者その他規則で定める者を含むものとし、当該市町村民税所得割の賦課期

日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である者を除く。）

の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は保険各法の規定により医療

に関する給付（入院又は薬剤の支給に係るものを除く。）が行われた場合
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 改正後 改正前 

における医療費のうち、控除後の額から１回の診療又は手当につき500円

（控除後の額が500円に満たない場合には、当該控除後の額）を控除した額

を助成する。 

（助成の方法等） （助成の方法等） 

第７条 乳幼児等に係る医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はそ

の他の者（以下「病院等」という。）に医療証を提示して、診療、薬剤の

支給又は手当を受けた場合において、助成する額を当該病院等に支払うこ

とによって行う。 

第７条 乳幼児等に係る医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はそ

の他の者（以下「病院等」という。）に医療証を提示して、診療、薬剤の

支給又は手当てを受けた場合において、助成する額を当該病院等に支払う

ことによって行う。 

２ 前項の規定による医療費の助成が受けられない場合で、市長が特別の理

由があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うことにより医療費

の助成を行うことができる。 

２ 前項の規定による医療費の助成が受けられない場合で、市長が特別の理

由があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うことにより医療費

の助成を行うことができる。 

３ 小児（乳幼児等を除く。）に係る医療費の助成は、助成する額を対象者

に支払うことにより行う。 

３ 小児（乳幼児等を除く。）に係る医療費の助成は、助成する額を対象者

に支払うことにより行う。 

≪削除≫ ４ 前２項に規定する医療費の助成申請は、医療を受けた日の属する月の翌

月から起算して１年以内に行わなければならない。 

（損害賠償請求権の取得等） （損害賠償請求権の取得等） 

第８条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合におい

て、前条第１項から第３項までの規定により医療費の助成を行ったときは、

助成した額の限度において、対象者が第三者に対して有する損害賠償の請

求権を取得する。 

第８条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合におい

て、前条第１項から第３項までの規定により医療費の助成を行ったときは、

助成した額の限度において、対象者が第三者に対して有する損害賠償の請

求権を取得する。 

２ 前項の場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償

を受けたときは、市長は、その額の限度において前条第１項から第３項ま

での規定による助成は行わない。 

２ 前項の場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償

を受けたときは、市長は、その額の限度において前条第１項から第３項ま

での規定による助成は行わない。 

（届出義務等） （届出義務等） 

第９条 乳幼児等に係る対象者は、第３条に規定する対象者でなくなったと

き、又は第５条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則の

定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。 

第９条 乳幼児等に係る対象者は、第３条に規定する対象者でなくなったと

き、又は第５条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則の

定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 乳幼児等に係る対象者は、第３条に規定する対象者でなくなったときは、２ 乳幼児等に係る対象者は、第３条に規定する対象者でなくなったときは、
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 改正後 改正前 

速やかに医療証を市長に返還しなければならない。 速やかに医療証を市長に返還しなければならない。 

（助成費の返還） （助成費の返還） 

第10条 市長は、偽りその他不正な行為によって、この条例による助成を受

けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返

還させることができる。 

第10条 市長は、偽りその他不正な行為によって、この条例による助成を受

けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返

還させることができる。 

（譲渡又は担保の禁止） （譲渡又は担保の禁止） 

第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に

供してはならない。 

第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に

供してはならない。 

（委任） （委任） 

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 附 則 

（略） （略） 

附 則（平成28年３月24日条例第19号） 附 則（平成28年３月24日条例第19号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医

療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成につ

いては、なお従前の例による。 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医

療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（平成 年 月 日条例第 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医

療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成につ

いては、なお従前の例による。 
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川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（平成２８年１０月１日施行） 

 改正後 改正前 

○川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 ○川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

平成24年12月14日条例第56号 平成24年12月14日条例第56号

（職員） （職員） 

第29条 乳児院（10人以上の乳幼児を入所させるものに限る。）には、次に

掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する

施設にあっては、調理員を置かないことができる。 

第29条 乳児院（10人以上の乳幼児を入所させるものに限る。）には、次に

掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する

施設にあっては、調理員を置かないことができる。 

(１) 小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医 (１) 小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医 

(２) 看護師 (２) 看護師 

(３) 個別対応職員 (３) 個別対応職員 

(４) 家庭支援専門相談員 (４) 家庭支援専門相談員 

(５) 栄養士 (５) 栄養士 

(６) 調理員 (６) 調理員 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有

する者、乳児院において乳幼児の養育に５年以上従事した者又は法第13条

第３項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有

する者、乳児院において乳幼児の養育に５年以上従事した者又は法第13条

第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

３ 乳児院においては、心理療法を行う必要があると認められる10人以上の

乳幼児又はその保護者に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置か

なければならない。 

３ 乳児院においては、心理療法を行う必要があると認められる10人以上の

乳幼児又はその保護者に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置か

なければならない。 

４ 心理療法担当職員は、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大

学の学部で心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒

業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと

同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

４ 心理療法担当職員は、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大

学の学部で心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒

業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと

同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

５ 第１項第２号に掲げる看護師の数は、乳児及び満２歳に満たない幼児お

おむね1.6人につき１人以上、満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２

人につき１人以上、満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上とする。

ただし、これらの合計数は７人を下回ってはならない。 

５ 第１項第２号に掲げる看護師の数は、乳児及び満２歳に満たない幼児お

おむね1.6人につき１人以上、満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２

人につき１人以上、満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上とする。

ただし、これらの合計数は７人を下回ってはならない。 
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 改正後 改正前 

６ 前項の規定による看護師は、保育士（国家戦略特別区域法（平成25年法

律第107号）第12条の４第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含

む。以下同じ。）又は児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。以下

同じ。）をもってこれに代えることができる。ただし、10人の乳幼児を入

所させる乳児院にあっては２人以上、10人を超える乳幼児を入所させる乳

児院にあっては２人に、乳幼児がおおむね10人を増すごとに１人ずつを加

えた人数以上の看護師を置かなければならない。 

６ 前項の規定による看護師は、保育士（国家戦略特別区域法（平成25年法

律第107号）第12条の４第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含

む。以下同じ。）又は児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。以下

同じ。）をもってこれに代えることができる。ただし、10人の乳幼児を入

所させる乳児院にあっては２人以上、10人を超える乳幼児を入所させる乳

児院にあっては２人に、乳幼児がおおむね10人を増すごとに１人ずつを加

えた人数以上の看護師を置かなければならない。 

７ 前項の規定による保育士のほか、20人以下の乳幼児を入所させる施設に

は、保育士を１人以上置かなければならない。 

７ 前項の規定による保育士のほか、20人以下の乳幼児を入所させる施設に

は、保育士を１人以上置かなければならない。 

（職員） （職員） 

第58条 児童養護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただ

し、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全

部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

第58条 児童養護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただ

し、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全

部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

(１) 児童指導員 (１) 児童指導員 

(２) 嘱託医 (２) 嘱託医 

(３) 保育士 (３) 保育士 

(４) 個別対応職員 (４) 個別対応職員 

(５) 家庭支援専門相談員 (５) 家庭支援専門相談員 

(６) 栄養士 (６) 栄養士 

(７) 調理員 (７) 調理員 

(８) 看護師（乳児が入所している施設に限る。） (８) 看護師（乳児が入所している施設に限る。） 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有

する者、児童養護施設において児童の指導に５年以上従事した者又は法第

13条第３項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有

する者、児童養護施設において児童の指導に５年以上従事した者又は法第

13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる10人以上の児童に心理療法を行

う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる10人以上の児童に心理療法を行

う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。 

４ 第29条第４項の規定は、前項に規定する心理療法担当職員について準用

する。 

４ 第29条第４項の規定は、前項に規定する心理療法担当職員について準用

する。 
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 改正後 改正前 

５ 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければ

ならない。 

５ 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければ

ならない。 

６ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満２歳に満たない幼児おおむ

ね1.6人につき１人以上、満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人に

つき１人以上、満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上、少年おお

むね5.5人につき１人以上とする。ただし、45人以下の児童を入所させる施

設にあっては、更に１人以上を加えるものとする。 

６ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満２歳に満たない幼児おおむ

ね1.6人につき１人以上、満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人に

つき１人以上、満３歳以上の幼児おおむね４人につき１人以上、少年おお

むね5.5人につき１人以上とする。ただし、45人以下の児童を入所させる施

設にあっては、更に１人以上を加えるものとする。 

７ 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき１人以上とする。ただし、１の

施設につき１人を下回ってはならない。 

７ 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき１人以上とする。ただし、１の

施設につき１人を下回ってはならない。 

（職員） （職員） 

第88条 情緒障害児短期治療施設には、次に掲げる職員を置かなければなら

ない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置か

ないことができる。 

第88条 情緒障害児短期治療施設には、次に掲げる職員を置かなければなら

ない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置か

ないことができる。 

(１) 医師 (１) 医師 

(２) 心理療法担当職員 (２) 心理療法担当職員 

(３) 児童指導員 (３) 児童指導員 

(４) 保育士 (４) 保育士 

(５) 看護師 (５) 看護師 

(６) 個別対応職員 (６) 個別対応職員 

(７) 家庭支援専門相談員 (７) 家庭支援専門相談員 

(８) 栄養士 (８) 栄養士 

(９) 調理員 (９) 調理員 

２ 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければな

らない。 

２ 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければな

らない。 

３ 心理療法担当職員は、学校教育法に規定する大学の学部で、心理学を専

修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に規

定する大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得した

ことにより、同法第102条第２項の規定により大学院への入学を認められた

３ 心理療法担当職員は、学校教育法に規定する大学の学部で、心理学を専

修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に規

定する大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得した

ことにより、同法第102条第２項の規定により大学院への入学を認められた
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 改正後 改正前 

者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関す

る１年以上の経験を有するものでなければならない。 

者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関す

る１年以上の経験を有するものでなければならない。 

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有

する者、情緒障害児短期治療施設において児童の指導に５年以上従事した

者又は法第13条第３項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有

する者、情緒障害児短期治療施設において児童の指導に５年以上従事した

者又は法第13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

５ 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき１人以上とする。 ５ 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき１人以上とする。 

６ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、おおむね児童4.5人につき１人

以上とする。 

６ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、おおむね児童4.5人につき１人

以上とする。 

（職員） （職員） 

第94条 児童自立支援施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。

ただし、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務

の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

第94条 児童自立支援施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。

ただし、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務

の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

(１) 児童自立支援専門員（児童自立支援施設において児童の自立支援を

行う者をいう。以下同じ。） 

(１) 児童自立支援専門員（児童自立支援施設において児童の自立支援を

行う者をいう。以下同じ。） 

(２) 児童生活支援員（児童自立支援施設において児童の生活支援を行う

者をいう。以下同じ。） 

(２) 児童生活支援員（児童自立支援施設において児童の生活支援を行う

者をいう。以下同じ。） 

(３) 嘱託医 (３) 嘱託医 

(４) 精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医 (４) 精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医 

(５) 個別対応職員 (５) 個別対応職員 

(６) 家庭支援専門相談員 (６) 家庭支援専門相談員 

(７) 栄養士 (７) 栄養士 

(８) 調理員 (８) 調理員 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有

する者、児童自立支援施設において児童の指導に５年以上従事した者又は

法第13条第３項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有

する者、児童自立支援施設において児童の指導に５年以上従事した者又は

法第13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる10人以上の児童に心理療法を行

う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる10人以上の児童に心理療法を行

う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。 

４ 第88条第３項の規定は、前項に規定する心理療法担当職員について準用４ 第88条第３項の規定は、前項に規定する心理療法担当職員について準用
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5/5  

 改正後 改正前 

する。 する。 

５ 実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置かなければな

らない。 

５ 実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置かなければな

らない。 

６ 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じて、おおむね児

童4.5人につき１人以上とする。 

６ 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じて、おおむね児

童4.5人につき１人以上とする。 

（職員） （職員） 

第103条 児童家庭支援センターには、法第44条の２第１項に規定する業務

（次条において「支援」という。）を担当する職員を置かなければならな

い。 

第103条 児童家庭支援センターには、法第44条の２第１項に規定する業務

（次条において「支援」という。）を担当する職員を置かなければならな

い。 

２ 前項の職員は、法第13条第３項各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 

２ 前項の職員は、法第13条第２項各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 

11


